
1/4 

2024年度春学期より退学・休学・留学をお考えの方へ 

日本語教育研究科事務所 

 

【2023 年度秋学期末(3月 31日付)で退学をお考えの方】 

任意退学（自ら退学を願い出る場合）の申請期間・申請書類・注意事項は以下のとおりです。 

所定期日が事務所閉室日である場合、直前の開室日が申請期日となりますので、あらかじめ事

務所開室日・時間を確認してください。研究指導終了・在学年数満了・学費未納等による措置

退学については事務所より該当者に通知します。 

 

● 申請期間（事務所必着） 

申請日 

（退学願提出日） 
～4/14 4/15～ 

退学日 3/31(秋学期末退学) 

申請日又は 

当年度の9月20日 

(春学期末退学) 

学費等の取り扱い 
春学期の学費は 

徴収しない 

春学期の学費を 

徴収する 

※4 月 15日以降に退学願を提出した場合、春学期の学費等は所定額を徴収します。 

 

● 申請書類 

1) 「退学願」(日研ウェブサイトよりダウンロード可) 

  https://www.waseda.jp/fire/gsjal/student/certificate/register/ 

2) 理由書（書式事由） 

3) 学生証：必ず日研事務所に返却してください。 

 

＜博士後期課程の方のみ＞ 

退学願を事務所に提出する前に、研究指導教員の承認を受けている旨、日研事務所 E メール

アドレス（gsjal@list.waseda.jp）に連絡してください。その際、CCに研究指導教員のWaseda 

Eメールアドレスを含めてください。 

 

＜在留資格「留学」の外国籍の方のみ＞ 

退学する場合は「留学」の在留資格で日本に滞在し続けることはできません。 速やかに出国 

するか適切な在留資格への変更手続きを行ってください。 

 

退学の場合は「活動機関に関する届出（離脱）」を離籍後 14日以内に出入国在留管理局に提 

出してください。「活動機関に関する届出」の提出方法は下記サイトをご参照ください。 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html 

 

出国の際には、空港にて在留カードを返納してください。資格変更に関するご質問は、東京出 

入国在留管理局へ直接問い合わせてください。 

https://www.waseda.jp/fire/gsjal/student/certificate/register/
mailto:gsjal@list.waseda.jp
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
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【2024 年度春学期(4月 1日から)の休学・留学をお考えの方】 

休学・留学の申請期間・申請書類・注意事項は以下のとおりです。 

所定期日が事務所閉室日である場合、直前の開室日が申請期日となりますので、あらかじめ事

務所開室日・時間を確認してください。 

 

● 申請期間（事務所必着） 

申請日 

（休学・留学願提出日） 
～4/30 5/1～5/31 6/1～9/20 

学費等の取り扱い 

学費等 51,500円 

の納入 

（在籍料 50,000円＋学生健

康増進互助会費 1,500円） 

春学期所定額の 

納入 

春学期休学・留学は 

認められない 

 

● 申請書類（休学の場合） 

1) 「休学願」（日研ウェブサイトよりダウンロード可） 

  https://www.waseda.jp/fire/gsjal/student/certificate/register/ 

2) 休学を証明する公的な証明書等 

・ 病気等が理由の場合は、就学が困難である旨がわかる医師作成の診断書 

・ 社会人で勤務先の業務の都合の場合は、勤務先の発行する就学が困難であることがわかる

証明書 

・ 経済的な理由などの場合は、公的証明書（課税証明書等）または理由書（書式自由） 

 

＜在留資格「留学」の外国籍の方のみ＞ 

休学する場合は「留学」の在留資格で日本に滞在し続けることはできません。速やかに出国す 

るか適切な在留資格への変更手続きを行ってください。 

 

在留資格を変更して日本に滞在する場合は、新しい在留カードを受け取ったら、在留資格の 

情報を 14日以内に Residency Check Form（https://forms.office.com/r/8U2jFGGyBq）より

大学に届け出てください。 

 

 

 

 

● 申請書類（私費留学の場合。海外実践派遣・大学間協定による場合は、対象者に別途案内し

ます） 

1) 「留学願」（日研ウェブサイトよりダウンロード可） 

  https://www.waseda.jp/fire/gsjal/student/certificate/register/ 

2) 留学先の「入学許可書」等の証明書 

 

＜私費留学する場合の注意事項＞ 

➢ 留学期間を在学年数に算入することはできません（留学期間分は必ず在学期間が延長になり

ます）。 

https://www.waseda.jp/fire/gsjal/student/certificate/register/
https://forms.office.com/r/8U2jFGGyBq
https://www.waseda.jp/fire/gsjal/student/certificate/register/
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➢ 留学先で修得した単位の認定を希望する場合は、必ず出発前に日研事務所に相談してくださ

い（帰国後の申し出では認められない場合があります）。 

➢ 留学中は早稲田大学設置科目（研究指導含む）の履修はできません。 

➢ 不明点がある場合は、必ず出発前に時間の余裕をもって日研事務所に相談・問い合わせをお

願いします（出発後では間に合わないこともあります）。 

 

【休学・私費留学に伴う学費納入について（重要）】 

 

 

 

● 事務処理の日程 

3/25 4/2 4/中旬 5/7 6/中旬 7/5 

休学・留学願

の日研事務所

への提出締切 

【必着】 

※5/7の口座振替

（正規生）を休・

留学中の学費と

したい場合 

研究科 

運営委員会 

（春学期の学

籍異動を承認） 

口座振替 

通知書発送 

（正規生） 

口座振替 

（正規生） 

口座振替 

通知書発送 

（延長生・5/7 

口座振替未完

了の正規生） 

口座振替 

（延長生、5/7 

口座振替未完

了の正規生） 

 

● 正規生（修士：入学から 2年未満の方、博士：入学から 3年未満の方） 

 春学期の学費振替は 5月 7日です。5月 7日の口座振替については、4月 1日現在の学籍状態

（在学・休学・留学等）を参照して請求額を計算していますが、事務処理の都合により、実際は

4 月 2 日の研究科運営委員会にて承認された学籍異動までを反映しています。そのため、4 月 2

日の研究科運営委員会での承認が間に合わなかった休留学の申請者については、5月7日は一旦、

所定額（在学の方と同額）の振替が行われます。学籍異動が承認された結果、実際に支払うべき

学費額と 5 月 7 日振替の金額に差額が生じた場合は、後日、経理課より学費引落口座に振込に

よって差額の返金が行われます。 

 

● 延長生（修士：入学から 2年以上の方、博士：入学から 3年以上の方） 

 春学期の学費振替は、7月 5日のため、申請可能な期間中に申請すれば学費振替に影響はあり

ません。 

 

※正規生の方で休学・留学をお考えの方は、可能な限り 3月 25日までに休学願・留学願を日研

事務所必着にてご提出ください。なお、休学・留学の申請自体は上記の「●申請期間」にて

説明した期日まで受付を行っています。 

※海外実践派遣・大学間協定による場合の学費等の取り扱いについては、対象者に別途通知しま

す。 

 

正規生はこの研究科運営委員会にて承認された学籍異動までを反映して春学期の学費を

計算します。よって、この研究科運営委員会にて承認が間に合わなかった休留学の申請者

については支払うべき金額と 5/7 振替の金額が異なることとなります（差額は後日返金）。 
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【申請書類等の提出方法について】 

休学願等の申請書類の日研事務所への提出方法は以下のいずれかとします。 

 

● Eメールに添付して提出【推奨】 

ご自身のWaseda Eメールアドレスから日研事務所Eメールアドレス（gsjal@list.waseda.jp）

宛に、メール添付で送付してください。申請期日当日の２３：５９（日本時間）までの提出

を認めます。この場合、原本を後日、郵送等で提出する必要はありません。 

 

● 郵送にて提出 

  日研事務所宛に郵送で提出してください。特定記録郵便やレターパック（海外からはEMS） 

など、記録の残る手段で提出することをお勧めします。申請期日必着となります（申請期 

日が事務所閉室日の場合、その直前の開室日必着とします。なお消印有効ではありませんの 

で注意してください）。 

 

＜提出先＞ 

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田１－２１－１早大西早稲田ビル８階 

       早稲田大学日本語教育研究科 学籍担当 

 

● 日研事務所窓口にて直接提出 

  日研事務所開室時間（月～金 １０時～１６時 ※祝日除く）中に、日研事務所に直接提出 

してください（学生本人からの提出に限ります。学生本人以外が提出する場合、委任状が必 

要です）。申請期日当日の事務所閉室時間までの提出を認めます（申請期日が事務所閉室日 

の場合、その直前の事務所開室日の閉室時間までの提出を認めます）。 

 

以 上 

mailto:gsjal@list.waseda.jp
https://wnpspt.waseda.jp/student/supportanywhere/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/WASEDA-KJ-001_proxy_form.pdf

